
審議会等の会議報告 

 

１ 会議名 第２１回津市都市計画審議会 

２ 開催日時 
平成２８年５月２０日（金） 

１３時００分から１５時００分まで 

３ 開催場所 津リージョンプラザ 第１会議室 

４ 出席した者の氏名 

（都市計画審議会委員） 

浦山益郎、山松健一、松田弘子、喜多義幸、赤野利彦、 

多森良三、松田隆雄、堀口順也、川口円、田中千福、 

佐藤有毅、岩脇圭一、村田彰久 

（事務局） 

副市長（青木）、 

都市計画部長（加藤）、都市計画部次長（伊藤）、 

都市政策課長（別府）、 

都市政策課都市計画・景観担当主幹（清水）、 

都市政策課都市計画・景観担当（松下、池田） 

５ 内容 

１ 開会 

２ 副市長挨拶 

３ 議題 

津審議第５４号 津都市計画道路の変更（三重県決定） 

津審議第５５号 津都市計画道路の変更（津市決定） 

津審議第５６号 亀山都市計画道路の変更（三重県決定） 

津審議第５７号 亀山都市計画道路の変更（津市決定） 

津審議第５８号 津都市計画用途地域の変更（津市決定） 

４ その他 

  津市都市マスタープランの策定について（報告） 

５ 閉会 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

都市計画部都市政策課都市計画・景観担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１８１ 

E-mail 229-3177@city.tsu.lg.jp 
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会議の内容 以下のとおり 
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【開会宣言】 

【開会挨拶】 

それでは、審議会を進めてまいりたいと思いますが、農業分野におき

まして、伊藤征一様が退任されましたことから、新たに委員を任命させ

ていただきましたので、ここでご紹介させていただきます。津市農業委

員会委員第１農地部会長喜多義幸様でございます。 

それでは、会議を進めさせていただきますが、本会議は津市情報公開

条例第２３条の規定に基づいて公開し、一般市民の方の傍聴席を設けて

おります。また、会議の結果を、発言者の氏名と共に、ホームページで

公表させていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いします。 

さて、本日の議長ですが、津市都市計画審議会条例第７条第１項の規

定によりまして、会長が務めることになっておりますので、浦山会長よ

ろしくお願いいたします。 

こんにちは。お忙しいところご出席いただきましてありがとうござい

ます。本日は長丁場のようですので、ぜひ皆様も円滑な審議にご協力い

ただきますようお願いします。それでは、最初に傍聴者の状況について、

事務局よりご報告願います。 

本日は傍聴希望者がございませんので、そのまま会議を続けていただ

ければと思います。 

次に審議会の成立の可否について、事務局より報告をお願いします。 

ご報告申し上げます。ただいま、審議会委員１５名中１３名の方がご

出席いただいておりますので、津市都市計画審議会条例第７条第２項の

規定によりまして、会議は成立しております。 

ただいまご報告いただきましたように、会議は成立しておりますの

で、さっそく審議に入りたいと思います。それでは、津審議第５４号に

ついて、事務局の方からご説明をお願いします。 

それでは、津審議第５４号津都市計画道路の変更（三重県決定）につ

いて、担当主幹の清水がご説明いたします。 

それでは、本日の議案について順番にご説明いたします。 

本日、当審議会で、ご審議いただきます案件は、三重県が都市計画決

定の決定権者となるものと、津市が決定権者となるものの２種類ござい

ます。津市が決定する案件については、都市計画法に基づく都市計画決

定の手続きにおいて、「津市都市計画審議会の審議を経て決定すること」

となっておりますので、その決定のための審議をしていただくこととな

ります。三重県が決定する案件については、後日行われます三重県都市

計画審議会での審議を経て都市計画決定されることになりますが、その

手続きの過程において、津市の意見を聴く必要があります。三重県に対

して報告する津市の意見を取りまとめるため、当審議会において審議を

していただくこととなります。 

それでは、津審議第５４号津都市計画道路の変更についてご説明いた

します。本案件は津都市計画区域の都市計画道路のうち、三重県が決定

するものです。お手元の議案書の２ページから３９ページが本審議案件

の内容となります。スクリーンを使ってご説明いたしますので、前方の

スクリーンをご覧ください。 
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まず、都市計画道路の概要についてご説明いたします。 

都市計画道路は、円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、

良好な都市環境を確保するうえで必要な施設として、都市計画法に規定

する都市施設です。都市計画道路の機能としては、「都市における円滑

な移動を確保するための交通機能」、「都市環境、都市防災等の面で良好

な都市空間を形成し、供給処理施設等の収容空間を確保するための空間

機能」、「都市構造を形成し、街区を構成するための市街地形成機能」な

どがあります。 

次に、今回実施しました都市計画道路の見直しの概要についてご説明

いたします。まずは、見直しに至った背景についてご説明いたします。

都市計画道路の多くは戦後の高度経済成長期の市街地の拡大、人口増

加、増大する自動車交通など、都市の成長・拡大を前提に計画してきた

ものです。しかし近年では、人口減少時代の到来、長期に渡る経済の低

迷、民間の開発余力の低下など、道路整備を取り巻く社会情勢は大きく

変化しました。本市でも、昭和４０年から５０年頃に計画されたものの、

未だ整備が進まない長期未整備の都市計画道路が数多く残された状況

にあります。このような情勢から、長期未整備の都市計画道路について、

必要性の検証と適切な見直しが全国的に求められています。画面右側

に、「津市の都市計画道路の整備状況」を示しておりますが、本市の都

市計画道路は、全部で６９路線、総延長約２２０㎞のうち、円グラフに

ありますように、約４９．９％が未整備もしくは暫定供用の状態となっ

ております。このようなことを受け、津市では、三重県が作成した「都

市計画道路の見直しガイドライン」に基づき見直しを行いました。見直

しには、混雑の少ない円滑な交通処理、安全・安心な暮らしを支える防

災面、まちづくりの促進に繋がる軸の形成など、様々な評価の視点に基

づき検討を行いました。 

見直し実施結果では、素案として１４区間を廃止、１区間を変更とし

ましたが、その後実施した、パブリックコメントや住民説明会などにお

ける意見を反映し、最終的には、素案で廃止候補であった河芸町島崎町

線を存続に変更した結果、１３区間を廃止、１区間を変更としました。

以上が、都市計画道路の見直しの経緯でございます。 

次に、本日ご審議いただきます議案の内容についてご説明いたしま

す。今回の都市計画道路の変更には、いくつかのパターンがございます

ので、先にその変更パターンについてご説明いたします。 

まずは変更パターンＡです。これは、都市計画道路の見直しにより、

路線の起点から終点までの全区間が廃止となるものです。 

次は変更パターンＢです。これは、都市計画道路の見直しにより、路

線の一部区間を廃止するものです。通常都市計画道路の名称が、起点・

終点の名称となっていることから、区間廃止により、起点・終点が変更

になるものは、それに併せて道路名称の変更も行います。 

次は変更パターンＣです。これは、既存の道路はありますが、都市計

画道路の見直しにより、これ以上の拡幅整備は必要ないと判断したもの

です。 

最後に変更パターンＤです。左側の①と真ん中の②は、整備済みの都

市計画道路について、都市計画決定の道路線形と整備後の道路線形が異

なるものを、整備後の道路線形に合わせて変更するものです。①のパタ

ーンとしては、例えば、計画線は法面を含めた計画だったものが、実際
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の道路整備の際に直壁擁壁で整備したことから、法面部分が計画線だけ

残っているというケースです。②のパターンは、都市計画決定後、都市

計画事業以外の整備手法により整備したことなどの理由で、線形の一部

が都市計画決定の線形と異なっているケースです。①及び②のパターン

について整備が終了しているにも関わらず、都市計画法による建築制限

が残っておりますので、線形を現状に整理して、都市計画道路の区域か

ら除外するというものです。 

それでは、各路線の都市計画変更案についてご説明いたします。 

説明の順番については、先ほどの変更パターンの種類や、関連する路

線などを考慮しまして、お手元の資料「議案説明の順番について」に基

づき、ご説明いたします。お手数ですが、お手元の資料をご覧いただけ

ますでしょうか。この資料は、左から、「No」、「都市計画道路の名称」、

「対象の議案番号」、「議案書の対象ページ」、「変更パターン」、「関連す

る路線」の順番で記載しております。議案書の順番と説明の順番が異な

りますがご了承ください。 

まず№1、東出須ヶ瀬線についてご説明いたします。変更箇所はこち

らの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説明

いたします。変更パターンとしてはＡの「全区間の廃止」です。変更理

由は、「都市計画道路の見直しにより整備の必要性が低いと判断したた

め」でございます。 

次に図面をご覧いただきます。お手元の議案書では３９ページとなり

ます。画面左側が北、右側が南です。位置関係は、「主要地方道松阪久

居線」がこれ、「雲出川」がこれで、北は久居駅方面、南は松阪市方面

です。黄色の着色の部分が東出須ヶ瀬線でございまして、都市計画道路

の見直しにより、全区間を廃止しようとするものです。交通量は多く、

小学校の通学路にも指定されていますが、現状で、車道は計画どおりの

２車線で整備されており、歩道も全区間片側に整備されていることか

ら、これ以上の整備の必要性は低いと判断いたしました。この路線以降

も同様ですが、既存の道路上にある都市計画道路を廃止する場合は、都

市計画道路としての位置づけを廃止するだけであり、既存の道路が通行

できなくなるわけではありません。 

次に№2、豊里八町線についてご説明いたします。変更箇所はこちら

の丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説明い

たします。変更パターンとしてはＢの「一部区間の廃止」と、Ｄの「道

路線形の整理」です。Ｂの一部区間の廃止に伴い、２路線に分割するこ

とになります。これに伴い、延長と終点が変更となり、終点位置の変更

により、路線名を「豊里久居線」から「豊里八町線」に変更します。変

更理由は、「都市計画道路の見直しにより整備の必要性が低いと判断し

た区間を廃止するため」です。 

次に図面をご覧いただきます。延長が長いため、図面を６枚に分割し

ております。画面左側が北、右側が南です。変更前の路線としては、豊

里地区から、津駅西側を抜け、久居の藤ヶ丘団地までの区間で、新町か

ら半田までの区間を廃止することに伴い、豊里から八町までの「豊里八

町線」と、半田から久居藤ヶ丘までの「半田久居線」の２路線に分割し

ます。また、整備済の区間で、都市計画決定の線形と、道路整備の線形

が異なるところについて、整備後の道路線形に合わせて変更します。 

それでは、詳細な図面についてご覧いただきます。まず、北側の豊里
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地区からご覧いただきます。お手元の議案書では１７ページとなりま

す。北は芸濃町方面、南は津駅方面です。この区間については、変更パ

ターンＤの道路線形の整理を行います。図面の黄色の着色を含めたライ

ンが現在の都市計画決定のラインで、道路法面を含めた都市計画決定を

しておりましたが、実際に整備した線形と異なる箇所について、法面部

分を都市計画道路の区域から除外し、歩道の外側の線形に合わせた都市

計画変更を行います。変更後の路線を赤の着色で示しております。 

これは、少し南側の区間で、中勢バイパスと交差する辺りです。先ほ

どと同様に、パターンＤの道路線形の整理を行うものです。 

次は、三重県総合文化センターの東側に当たる部分です。先ほどと同

様に、パターンＤの道路線形の整理を行うものです。 

これは、津駅の西側に当たる区間です。先ほどの区間と重複しており

ますが、パターンＤの道路線形の整理を行うものです。 

次は、安濃川を超えて津新町の西側に当たる区間です。変更パターン

Ｂの一部区間の廃止を行うものです。廃止区間は次のページと重複しま

すので、次のページでご説明いたします。 

画面左側が北、右側が南です。位置関係は、「国道１６３号」がこれ、

「県道家所阿漕停車場線」がこれ、「津新町駅」がここ、「津工業高校」

がここです。都市計画道路の見直しにより、黄色の着色部分の区間を廃

止しようとするものです。見直しの理由としては、並行する県道津久居

線で交通量への対応等ができていることから、整備の必要性は低いと判

断いたしました。 

次に№3、半田久居線についてご説明いたします。変更箇所はこちら

の丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説明い

たします。こちらは、先ほどご説明しました豊里八町線の廃止区間を挟

んだ南側の部分となりますので、変更内容は先ほどご説明したものと同

じで、変更パターンとしてはＢの「一部区間の廃止」です。Ｂの一部区

間の廃止に伴い、豊里久居線を２路線に分割することになりますが、半

田久居線については、豊里久居線から分割することとなるため、新規路

線として「3・4・74 半田久居線」として追加します。なお、路線番号

の「74」については、通し番号の最後の番号です。変更理由は、「都市

計画道路の見直しにより整備の必要性が低いと判断した区間を廃止す

るため」です。次に図面をご覧いただきます。 

こちらの路線も延長が長いため、図面を２枚に分割しております。画

面左側が北、右側が南です。半田久居線は、先ほどご説明いたしました

豊里八町線の南側で、分割後の半田から久居藤ヶ丘までの区間となりま

す。それでは、詳細な図面についてご覧いただきます。 

お手元の議案書では３６ページとなります。画面左側が北、右側が南

です。黄色の着色部分の区間を廃止しようとするものですが、この廃止

区間と、廃止理由については先ほど豊里八町線の説明と同様ですので、

省略いたします。新斎場の西側を抜け、終点は久居藤が丘団地の東側で

す。半田久居線については、路線の分割に伴い、新規路線として追加す

るものですが、現在の豊里久居線から、線形の変更はございません。 

次に№4、津駅一身田上津部田線についてご説明いたします。変更箇

所はこちらの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由

をご説明いたします。変更パターンとしてはＢの「一部区間の廃止」で

す。Ｂの一部区間の廃止に伴い、延長と終点が変更となり、終点位置の
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変更により、路線名を「津駅見当山線」から「津駅一身田上津部田線」

に変更します。変更理由は、「都市計画道路の見直しにより整備の必要

性が低いと判断した区間を廃止するため」です。次に図面をご覧いただ

きます。こちらの路線も延長が長いため、図面を２枚に分割しておりま

す。画面上側が北、下側が南です。変更前の路線としては、津駅西側か

ら、三重県総合文化センターの西側を抜けて見当山を通過し、河辺町ま

での区間であり、一身田上津部田から河辺町までの区間を廃止します。

それでは、詳細な図面についてご覧いただきます。 

お手元の議案書では２４ページとなります。画面右上側が北、左下側

が南です。位置関係は、「主要地方道久居河芸線」がこれ、「中勢バイパ

ス」がこれ、「津西高校」がここです。都市計画道路の見直しにより、

黄色の着色部分の区間を廃止しようとするものです。判断理由について

は、次のページでご説明いたします。 

これはさきほどの東側の区間です。図面の方向が変わりまして、画面

左上が北、右下が南です。位置関係は、「中勢バイパス」がこれ、「主要

地方道久居河芸線」がこれ、「上津台団地」がここ、「三重県総合文化セ

ンター」がここです。都市計画道路の見直しにより、黄色の着色部分の

区間を廃止しようとするものです。当該地区は大型団地が多く、団地か

らの流出入に対応する必要がありますが、並行する主要地方道津関線や

主要地方道久居河芸線で自動車交通に対応できていることから、整備の

必要性は低いと判断いたしました。 

次に№5、河辺町贄崎線についてご説明いたします。変更箇所はこち

らの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説明

いたします。変更パターンとしてはＢの「一部区間の廃止」と、Ｄの「道

路線形の整理」です。Ｂの一部区間の廃止に伴い、延長と起点が変更と

なり、起点位置の変更により、路線名を「安東贄崎線」から「河辺町贄

崎線」に変更します。変更理由は、「都市計画道路の見直しにより整備

の必要性が低いと判断した区間を廃止するため」です。次に図面をご覧

いただきます。 

こちらの路線も延長が長く、変更する区間が分かれているため、図面

を２枚に分割しております。画面上側が北、下側が南です。変更前の路

線としては、河辺町から、三重大学付属小学校・中学校の北側を抜け、

海岸町までの区間で、今回、河辺町地内の区間を廃止します。それでは、

詳細な図面についてご覧いただきます。 

お手元の議案書では２７ページとなります。画面上側が北、下側が南

です。位置関係は、「中勢バイパス」がこれ、「津西高校」がここです。

まず、Ｂの「一部区間の廃止」については、水色の丸で囲まれている部

分が対象区間で、都市計画道路の見直しにより、黄色の着色部分の区間

を廃止しようとするものです。廃止区間については、現道の無い区間で、

大型団地群と津市西部を繋ぐことが主な役割ですが、交通量が少ないこ

となどから、整備の必要性は低いと判断いたしました。また、Ｄの「道

路線形の整理」については、青色の丸で囲まれている部分が対象区間で、

変更パターンＤの道路線形の整理を行い、整備後の道路線形に合わせて

変更するものです。 

こちらは、先ほどの場所から少し南側の区間で、三重県警本部の西側

に当たる部分です。「安濃川」がこれで、「鉄道高架部分」がここです。

先ほどと同様に、パターンＤの道路線形の整理を行うものです。 
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次に№6、東丸之内殿村線についてご説明いたします。変更箇所はこ

ちらの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説

明いたします。変更パターンとしてはＢの「一部区間の廃止」です。Ｂ

の一部区間の廃止に伴い、延長と起点が変更となり、起点位置の変更に

より、路線名を「津港殿村線」から「東丸之内殿村線」に変更します。

変更理由は、「都市計画道路の見直しにより整備の必要性が低いと判断

した区間を廃止するため」です。次に図面をご覧いただきます。 

お手元の議案書では、３８ページとなります。画面上側が北、下側が

南です。位置関係は、「国道２３号」がこれ、「フェニックス通り」がこ

れ、「岩田川」がこれです。都市計画道路の見直しにより、黄色の着色

部分の区間を廃止しようとするものです。津港と津市西部を結び、津市

中心部を東西に横断する幹線道路ですが、廃止となる区間については、

並行する一般県道津港線で自動車交通に対応できていることから、整備

の必要性は低いと判断いたしました。 

次に№7、風早小森線についてご説明いたします。変更箇所はこちら

の丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説明い

たします。変更パターンとしてはＤの「道路線形の整理」です。この後

に審議いただきます、議案第５５号にける都市計画道路新家垂水線、変

更後の名称は久居井戸山町垂水線の区間廃止に伴い、「終点部分の南側

隅切り部分を区域から除外」するものです。次に図面をご覧いただきま

す。 

お手元の議案書では、３１ページとなります。画面上側が北、下側が

南です。位置関係は、「県道上浜高茶屋久居線」がこれ、「陸上自衛隊久

居駐屯地」がここ、「久居東中学校」がこのあたりで、西は久居駅方面、

東は高茶屋方面です。この路線については変更パターンＤの「道路線形

の整理」を行います。次の議案第５５号にて説明いたします久居井戸山

町垂水線とＴ字で交差する形で決定しておりましたが、水色点線で示し

ている部分を廃止することに伴い、不要となる隅切りを除外するもので

す。変更部分を拡大したものがこちらです。黄色の部分が除外する部分

です。 

次に№8、阿漕浦野田線についてご説明いたします。変更箇所はこち

らの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説明

いたします。変更パターンとしてはＤの「道路線形の整理」です。都市

計画決定の道路線形と整備後の道路線形が一致しない区間について、整

備後の道路線形に合わせて区域を変更するもので、これに伴い、延長と

終点の位置が変更となります。次に図面をご覧いただきます。 

こちらの路線も延長が長いため、図面を２枚に分割しております。画

面上側が北、下側が南です。路線としては、津興から、津工業高校の南

側を抜け、野田までの区間です。それでは、詳細な図面についてご覧い

ただきます。 

お手元の議案書では１４ページになります。画面上側が北、下側が南

です。位置関係は、「伊勢自動車道」がこれ、「中勢バイパス」がこれ、

「泉が丘団地」がこのあたりです。この区間については、変更パターン

Ｄの「道路線形の整理」を行います。詳しくは拡大図を用意しておりま

すので、そちらでご説明いたします。拡大図は、ご覧の２枚に分かれて

おります。 

こちらが拡大図①です。お手元の議案書には、ありませんのでスクリ
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ーンをご覧ください。この区間については、変更パターンＤの「道路線

形の整理」を行うものです。図面の黄色の着色の線が現在の都市計画決

定のラインで、決定当時は、この紫の線のように接続する路線が整備さ

れる予定であったことから、このような形で決定しておりましたが、実

際には、こちらの青色の線のように道路の整備が行われましたので、そ

れに伴い、接続する阿漕浦野田線の線形も、計画とは異なる形で整備が

行われました。これらは整備が完了している路線ですので、整備後の道

路線形に合わせて都市計画変更を行います。変更後の路線を赤の着色で

示しております。 

これは、少し東側の区間で、中勢バイパスと交差する辺りです。こち

らは、パターンＤの「道路線形の整理」を行うものでございます。 

次の区間の平面図です。こちらは先ほどの区間から少し東側の部分で

す。画面上側が北、下側が南です。位置関係は、「岩田川」がこれ、「神

戸小学校」がこれ、「津工業高校」がこのあたりで、南は久居方面です。

この区間については、変更パターンＤの「道路線形の整理」を行います。

変更部分を拡大したものがこちらです。黄色の部分が除外する部分で

す。 

次に№9、相川小戸木橋線についてご説明いたします。変更箇所はこ

ちらの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説

明いたします。変更パターンとしてはＤの「道路線形の整理」です。都

市計画決定の道路線形と整備後の道路線形が一致しない区間について、

整備後の道路線形に合わせて区域を変更するものです。また、延長につ

いては、今回、現況延長の測定を行ったところ、都市計画図書の延長と

大きく異なっていたため、精査のうえ、延長も併せて変更することとい

たしました。次に図面をご覧いただきます。 

こちらの路線も延長が長いため、図面を２枚に分割しております。画

面上側が北、下側が南です。路線としては、久居相川町から、久居駅の

西側を抜け、久居小戸木町までの区間です。それでは、詳細な図面につ

いてご覧いただきます。 

お手元の議案書では３３ページになります。画面上側が北、下側が南

です。位置関係は、「雲出川」がこれ、「主要地方道松阪久居線」がこれ、

「主要地方道久居美杉線」がこれで、北は久居駅方面、南は松阪市方面、

西は一志町方面です。こちらの区間について、変更パターンＤの「道路

線形の整理」を行い、整備後の道路線形に合わせて変更します。 

こちらは重複している部分もございますが、先ほどの北東側の区間で

す。画面左側が北、右側が南です。久居駅の西側の南北方向の道路です。

こちらの区間については、変更パターンＤの「道路線形の整理」を行い、

整備後の道路線形に合わせて変更します。 

次に№10、元町孝行井戸線についてご説明いたします。変更箇所はこ

ちらの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説

明いたします。変更パターンとしてはＤの「道路線形の整理」です。先

ほどご説明いたしました、相川小戸木橋線の線形の整理に伴い、「起点

部分の区域を変更」するものでございます。次に図面をご覧いただきま

す。 

お手元の議案書では、２９ページとなります。画面上側が北、下側が

南です。位置関係は、これが先ほどご説明いたしました「相川小戸木橋

線」で、北が久居駅方面、南が松阪市方面でございます。この路線につ
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いては変更パターンＤの「道路線形の整理」を行います。先ほどご説明

いたしました相川小戸木橋線の線形の整理に伴い、起点となる交差部分

の区域を変更するものです。変更部分を拡大したものがこちらです。黄

色の部分が変更する部分です。 

次に№11、伊倉津香良洲線についてご説明いたします。変更箇所はこ

ちらの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説

明いたします。変更パターンとしてはＤの「道路線形の整理」です。都

市計画決定の道路線形と整備後の道路線形が一致しない区間について、

整備後の道路線形に合わせて区域を変更するものです。次に図面をご覧

いただきます。 

お手元の議案書では３０ページになります。画面左側が北、右側が南

です。位置関係は、「雲出古川」がこれ、「津香良洲大橋」がここ、川を

挟んで北側が「雲出伊倉津町」で、南側が「香良洲町」となります。こ

ちらの区間については、変更パターンＤの「道路線形の整理」を行い、

整備後の道路線形に合わせて変更します。 

最後に都市計画変更に係る縦覧結果でございます。法定縦覧を平成２

８年５月２日から５月１６日までの間実施し、縦覧者は４名、意見書の

提出はございませんでした。  

津審議第５４号、津都市計画道路の変更（三重県決定）についての説

明は以上でございます。 

ありがとうございます。三重県が決定する路線です。１１路線の見直

し等について、ご意見ご質問がありましたらお願いします。 

パターンＡは路線の全部を廃止する、パターンＢは一部区間を廃止す

る、パターンＣは広く決定されていたものを現道の幅員に縮めて決定す

る、パターンＤはいろんな事情で道路事業が先行して、計画を後追いで

見直すというパターンでございます。本議案では、Ａが１件、Ｂが６件、

Ｃがなし、Ｄが７件という議案になっておりますが、いかがでしょうか。 

№4の津駅一身田上津部田線について、三重県総合文化センターの西

側で計画道路を廃止する案となっていますが、１つは、先行して民間が

開発した上津台団地の東側は、現状、道路が出来上がっているんですよ

ね。交差点から山側に対して廃止ということですけども、今、出来上が

っている道路については、どういう扱いになるんですか。 

事務局お願いします。 

今出来上がっている道路については、そのまま現道として使っていた

だけます。新たな整備については行わないということになります。 

そうすると、出来上がっている道路までの区域は除外したらどうです

か。資料の２５ページですね。出来上がっている道路は現道のまま使う

ということであれば、今回廃止区間に含めずに、そこを除外した形で廃

止に決めたらどうなんですか。 

土地所有はどうなっていますか。 

土地所有は、寄贈されてもう公のものになっていますよね。 

廃止の部分が一部出来上がっていますよね。だから、そこは廃止から

除外したらどうですか。 

計画路線という位置づけを残すという意味ですか。 

ほとんど出来上がっているんですから。ただ一部だけがね、三叉交差

の部分から変形した形で、計画通りには進んでいませんけども、その間

が約１００ｍ程度ありまして、それから山側にかけて３００ｍくらい
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は、具体的に言いますと、上津台の調整池の先のところまでは、出来上

がっているんですよね。 

計画道路と道路管理との関係を補足的に説明してもらえますか。 

都市計画道路は、幹線道路から幹線道路を繋ぐような計画にするのが

一般的でございまして、この路線の場合、整備済みの現道部分だけを残

しますと、幹線道路から現道部分が飛び出た形になりますので一般的で

はありません。現道部分は道路として機能していますので、今後も市道

認定、道路区域として残ります。都市計画道路網の考え方としては、幹

線道路間を繋ぐというのが基本ですので、そういった考え方からいたし

ますと、現道部分だけを残すのは、都市計画道路網の考え方に適しませ

んので、幹線道路までで止めるということで、今回は考えさせていただ

きました。 

私がなぜ、こういう質問をするのかといいますと、裏から見れば、計

画道路だからということで道路提供から施工工事代まで、開発業者に負

担させていることになりますよね。これから行政が負担して整備してい

かなければならないところが廃止されることになる。そうすると、これ

までに団地開発に伴い先行して整備して提供された区間については、あ

りがたかったが、開発業者もその分を見越して、価格に転換して団地を

分譲してきたと思うんですよね。裏から見れば、そういう見方もできる

んではないかという気がするわけなんですよ。 

今、交差点は非常に変則的な交差になっているわけですよ。だから、

その部分の計画は一部残して、整備してやっていただきたいなと思いま

す。個別的な話で申し訳ないですが。 

それと、全体的に見ていけば、昨今の地震だとか、いろんな災害の事

例から判断して、津市でも東南海地震の津波対策をどうするのかと。津

というところは、南北の幹線道路はほぼ整備されているんですよね。東

西への、高台に向かっての路線が無いんですよね。その一部でもある路

線なのではないかという気がするわけなんですよ。そういうところも、

長期的に見て、今回の廃止を決定していただいたのか気になったもので

すから。 

ご提案は、開発負担で造っていただいたところなので、それが目に見

えるように、整備済みの区間までは残してはどうかというご提案に感じ

るんですが、一部分を残しても、都市計画道路ネットワークとしては意

味がないので、先ほど事務局が言われたように、現道の区間を残すこと

に、都市計画的にはあまり意味がないなという気がします。ただ、開発

業者負担で造っていただいた区間だから、開発業者の目に見えるように

という趣旨かなという気もするんですが、いかがでしょうか。 

あそこはＴ字の交差になっているんですよ。 

十字になっていませんか。 

詳細に見ていくと、十字になっていません。ズレているんです。非常

にあそこの出入りが危険を伴う構造になっているものですから。 

事務局で回答を考えていただく間に、他の委員の方、この路線につい

て何かご意見ありますか。 

たぶん、交通上は団地の人しか使わないので、そんなに大量の出入り

があって交通事故が多発するというところでもないような気はします。 

上津台団地から西団地までの道の整備が完了したんですよ。そこを抜

けて入っていけるので、結構車両は増えているのでね。だから、私のお
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願いとしては、そこの交差点の整備のところくらいは計画で残していた

だいて、早急に整備をやっていただきたいなというのが趣旨なんです。 

上津台団地の西側の部分については、現在、市街化調整区域というこ

とで、委員がおっしゃっていただきましたように、災害ということを考

えると、確かに山側というところがあるんですが、現状では市街化調整

区域にこれ以上の住宅地を造るという考え方はございませんので、そう

いったことで、現道の出っ張った部分については、市道としての整備は

させていただくのですが、都市計画道路としては、その先の区間の整備

をしないと考えておりますので、今回、廃止ということで、提案させて

いただきました。 

わかりました。そうすると、計画道路としては廃止しますが、そのと

ころは道路整備の方で以て整備していくというお考えなわけですね。ク

ランクになっている部分を、交差点を十字のように。 

時期はいつになるか分からないですけども、そういう危険性があれ

ば、対応していきます。なので、都市計画事業ではない道路整備の方法

で、安全対策を図るということになります。 

道路整備計画ということでの、位置付けをしていただけるということ

でいいですね。 

道路整備計画は、新しいものを平成３０年ごろに作りますが、この部

分ですと、大きな整備でなく、交通安全対策ということで対応できると

ころじゃないかなと思います。 

廃止にされるから、それに伴って半永久的にそこが手をつけられない

という状況になるのを私は懸念しているわけなんですよ。 

危険性があるところについては、きちんと対応させていただきます。 

交差を十字に整備するとなると、相当な面積になりますよ。道路整備

ということで予算の確保はできるんですかね。 

交通安全対策が必要ということで、担当部局に伝えさせていただいて

対応してまいりたいと思います。 

なぜ私がそれを言うかといいますと、先ほども申し上げましたよう

に、津東高校までの道が抜けて、西が丘小学校の通学路も変更になった

んですよ。そこのＴ字路のところで横断しなさいという指導が入ってい

るものですから、ますます危険性が高まっているということですね。 

都市計画道路の廃止について、地元説明に入らせていただいた時に、

廃止はいいがこういう危険性があるので、そこについてはきちんと対応

してくださいといったご意見をいただいておりますので、そういうとこ

ろはきちんと承り、交通安全対策としてやっていきたいと思います。 

わかりました。 

他についていかがでしょうか。 

では、ご意見も無いようですので、この議案５４号は三重県が決定す

る都市計画道路ですので、津の都市計画審議会としては原案について意

見を付けて、市長名で県に送るということになると思うんですけど、原

案に対して特段の意見はないというまとめ方でよろしいでしょうか。 

異議なし。 

ありがとうございます。では次の議案５５号にいきたいと思います

が、事務局の方からご説明をお願いします。 

次に、津審議第５５号津都市計画道路の変更についてご説明いたしま

す。本案件は津都市計画区域の都市計画道路のうち、津市が決定するも
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のです。お手元の議案書の４０ページから６３ページが本審議案件の内

容となります。前方のスクリーンをご覧ください。 

まず別紙資料「議案説明の順番について」での№12、河芸停車場線に

ついてご説明いたします。変更箇所はこちらの丸で囲まれた位置でござ

います。次に変更内容、変更理由をご説明いたします。変更パターンと

してはＡの「全区間の廃止」です。変更理由は、「都市計画道路の見直

しにより整備の必要性が低いと判断したため」です。次に図面をご覧い

ただきます。 

お手元の議案書では６３ページとなります。画面上側が北、下側が南

です。位置関係は、「国道２３号」がこれ、「伊勢鉄道の河芸駅」がここ

です。北は鈴鹿市方面、南は松阪市方面です。黄色の着色の部分が河芸

停車場線でございまして、都市計画道路の見直しにより、全区間を廃止

しようとするものです。河芸駅へのアクセス機能を持つ路線ですが、駅

利用者は少なく、並行する市道で機能の代替性が確保されていることか

ら、これ以上の整備の必要性は低いと判断いたしました。 

次に№13、一色浜田線についてご説明いたします。変更箇所はこちら

の丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説明い

たします。変更パターンとしてはＤの「道路線形の整理」です。先ほど

ご説明いたしました河芸停車場線の廃止に伴い、不要となる交差点の隅

切り部分を区域から除外するものです。次に図面をご覧いただきます。 

お手元の議案書では、６２ページとなります。画面右側が北、左側が

南です。位置関係は、「伊勢鉄道の河芸駅」がここで、北側が河芸総合

支所です。この路線については変更パターンＤの「道路線形の整理」を

行います。先ほどご説明いたしました河芸停車場線を廃止することに伴

い、不要となる隅切りを除外するもので、この区間は整備済みの路線で、

整備後の道路線形に合わせて整理を行うものです。変更部分を拡大した

ものがこちらです。黄色の部分が除外する部分です。 

次に№14、東一身田駅前線についてご説明いたします。変更箇所はこ

ちらの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説

明いたします。変更パターンとしてはＡの「全区間の廃止」です。変更

理由は、「都市計画道路の見直しにより整備の必要性が低いと判断した

ため」です。次に図面をご覧いただきます。 

お手元の議案書では５７ページとなります。画面上側が北、下側が南

です。位置関係は、「伊勢鉄道の東一身田駅」がここで、「岩崎病院」が

ここです。黄色の着色の部分が東一身田駅前線でございまして、都市計

画道路の見直しにより、全区間を廃止しようとするものです。現道が無

い新設区間で、東一身田駅へのアクセス機能や、周辺の交通環境を改善

する機能を持つ路線ですが、駅利用者が少ないことや、南側に並行する

市道でアクセス機能が確保されていることから、これ以上の整備の必要

性は低いと判断いたしました。 

次に№15、南新町桜田線についてご説明いたします。変更箇所はこち

らの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説明

いたします。変更パターンとしてはＡの「全区間の廃止」です。変更理

由は、「都市計画道路の見直しにより整備の必要性が低いと判断したた

め」です。次に図面をご覧いただきます。 

お手元の議案書では５９ページとなります。画面上側が北、下側が南

です。位置関係は、「津高校」がここ、「津新町駅」がここです。黄色の
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着色の部分が南新町桜田線でございまして、都市計画道路の見直しによ

り、全区間を廃止しようとするものです。津新町地域を東西に結ぶ路線

ですが、並行する市道が確保されていることから、これ以上の整備の必

要性は低いと判断いたしました。 

次に№16、高茶屋新家線についてご説明いたします。変更箇所はこち

らの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説明

いたします。変更パターンとしてはＡの「全区間の廃止」です。変更理

由は、「都市計画道路の見直しにより整備の必要性が低いと判断したた

め」です。次に図面をご覧いただきます。 

お手元の議案書では６１ページとなります。画面左側が北、右側が南

です。位置関係は、高茶屋地区の南方面で、「桃園小学校」がここで、

西側が久居駅方面、東側に中勢バイパスがあります。黄色の着色の部分

が高茶屋新家線でございまして、都市計画道路の見直しにより、全区間

を廃止しようとするものです。高茶屋地区と久居南部の工業専用地域を

結ぶ産業道路的な路線ですが、並行する市道で「工業施設への交通処理

機能」が確保されていることから、これ以上の整備の必要性は低いと判

断いたしました。 

次に№17、一身田町長岡線についてご説明いたします。変更箇所はこ

ちらの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説

明いたします。変更パターンとしてはＢの「一部区間の廃止」とＤの「道

路線形の整理」です。Ｂの一部区間の廃止に伴い、延長と起点が変更と

なり、起点位置の変更により、路線名を「浜田長岡線」から「一身田町

長岡線」に変更します。変更理由は、「都市計画道路の見直しにより整

備の必要性が低いと判断した区間を廃止するため」です。次に図面をご

覧いただきます。 

こちらの路線も延長が長いため、図面を３枚に分割しております。画

面左側が北、右側が南です。路線としては、河芸町浜田から、豊野団地

や三重県総合文化センターの西側を抜け、渋見町までの区間で、河芸町

浜田から一身田町までの区間を廃止します。それでは、詳細な図面につ

いてご覧いただきます。 

お手元の議案書では５４ページとなります。画面左下側が北、右上側

が南です。位置関係は、「伊勢鉄道の河芸駅」がここ、「国道３０６号」

がこれです。都市計画道路の見直しにより、黄色の着色部分の区間を廃

止しようとするものです。廃止区間は次の平面図に続きますので、判断

理由については、次のページで併せてご説明いたします。 

これは少し南側の区間です。画面左下側が北、右上側が南です。位置

関係は、「豊野団地」がここ、「志登茂川」がこれで、西は中勢バイパス

方面、東は国道２３号方面です。都市計画道路の見直しにより、黄色の

着色部分の区間を廃止しようとするものです。廃止区間については、並

行する主要地方道久居河芸線において通過交通が処理できることなど

から、整備の必要性は低いと判断いたしました。 

これは、さらに南側の区間で、三重県総合文化センターの西側の区間

です。この区間については、変更パターンＤの「道路線形の整理」を行

い、整備後の道路線形に合わせて変更するものです。 

次に№18、久居井戸山町垂水線についてご説明いたします。変更箇所

はこちらの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由を

ご説明いたします。変更パターンとしてはＢの「一部区間の廃止」です。
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Ｂの一部区間の廃止に伴い、延長と起点が変更となり、起点位置の変更

により、路線名を「新家垂水線」から「久居井戸山町垂水線」に変更し

ます。変更理由は、「都市計画道路の見直しにより整備の必要性が低い

と判断した区間を廃止するため」です。次に図面をご覧いただきます。 

お手元の議案書では４９ページとなります。画面左側が北、右側が南

です。位置関係は、「国道１６５号」がこれ、「陸上自衛隊久居駐屯地」

がここで、東は高茶屋方面、西は久居駅方面です。都市計画道路の見直

しにより、黄色の着色部分の区間を廃止しようとするものです。廃止区

間については、現道の無い区間ですが、並行する市道で通行にかかる対

応できていることから、整備の必要性は低いと判断いたしました。 

次に№19、高茶屋小森町東出線についてご説明いたします。変更箇所

はこちらの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由を

ご説明いたします。変更パターンとしてはＢの「一部区間の廃止」です。

Ｂの一部区間の廃止に伴い、延長が変更となり、高茶屋小森町地内で起

点位置を変更することから、路線名を「高茶屋東出線」から「高茶屋小

森町東出線」に変更します。変更理由は、「都市計画道路の見直しによ

り整備の必要性が低いと判断した区間を廃止するため」です。次に図面

をご覧いただきます。 

お手元の議案書では５０ページとなります。画面上側が北、下側が南

です。位置関係は、「国道１６５号」がこれ、「中勢バイパス」がこれで

す。都市計画道路の見直しにより、黄色の着色部分の区間を廃止しよう

とするものです。廃止区間については、現道の無い新設区間で、津地域

南部と久居地域を東西に結び、津地域南部の工業地域内を横断する産業

道路的な役割を持つ区間ですが、南側に並行する市道で対応できている

ことから、整備の必要性は低いと判断いたしました。なお、変更後に起

点となる箇所の交差点形状については、事業実施時に再検討する予定で

す。 

次に№20、東千里千里ヶ丘線についてご説明いたします。変更箇所は

こちらの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご

説明いたします。変更パターンとしてはＣの「現道幅員への変更」です。

現道があり、拡幅整備の必要性が低いと判断した区間の幅員を整備後の

幅員に合わせて変更するものです。次に図面をご覧いただきます。 

お手元の議案書では５１ページとなります。画面上側が北、下側が南

です。位置関係は、「国道２３号」がこれで、西側が千里が丘団地です。

都市計画道路の見直しにより、黄色の着色部分の区間の幅員を変更する

もので、幅員が１６ｍで計画決定していた部分を、整備後の幅員に合わ

せて１２．５ｍに変更するものです。 

次に№21、大里睦合山室町線についてご説明いたします。変更箇所は

こちらの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご

説明いたします。変更パターンとしてはＤの「道路線形の整理」です。

都市計画決定の道路線形と整備後の道路線形が一致しない区間につい

て、整備後の道路線形に合わせて区域を変更するものです。次に図面を

ご覧いただきます。 

お手元の議案書では５２ページとなります。画面右上側が北、左下側

が南です。位置関係は、「主要地方道津関線」がこれで、北はあのつ台

方面です。この区間については、変更パターンＤの「道路線形の整理」

を行い、整備後の線形に合わせた都市計画変更を行います。 
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次に№22、栄町鳥居町線についてご説明いたします。変更箇所はこち

らの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説明

いたします。変更パターンとしてはＤの「道路線形の整理」です。都市

計画決定の道路線形と整備後の道路線形が一致しない区間について、整

備後の道路線形に合わせて区域を変更するものです。次に図面をご覧い

ただきます。 

お手元の議案書では５８ページとなります。画面右上が北、左下が南

です。位置関係は、「安濃川」がこれ、「三重県警察本部」がここで、こ

こが国道２３号です。この区間については、変更パターンＤの「道路線

形の整理」を行い、整備後の線形に合わせた都市計画変更を行います。 

次に№23、阿漕駅津興線についてご説明いたします。変更箇所はこち

らの丸で囲まれた位置でございます。次に変更内容、変更理由をご説明

いたします。変更パターンとしてはＤの「道路線形の整理」です。Ｄの

道路線形の整理に伴い、交通広場区域の面積が変更となります。都市計

画決定の交通広場区域と整備後の交通広場区域が一致しない区間につ

いて、整備後の交通広場区域に合わせて区域を変更するものです。次に

図面をご覧いただきます。 

お手元の議案書では６０ページとなります。画面上側が北、下側が南

です。位置関係は、「ＪＲ阿漕駅」がここ、「国道２３号」がこれです。

この区間については、変更パターンＤの「道路線形の整理」を行い、整

備後の交通広場区域に合わせた都市計画変更を行います。変更部分を拡

大したものがこちらです。黄色の部分が除外または変更する部分です。 

最後に都市計画変更に係る縦覧結果でございます。法定縦覧を平成２

８年５月２日から５月１６日までの間実施し、縦覧者は２名、意見書の

提出はございませんでした。 

津審議第５５号、津都市計画道路の変更についての説明は以上でござ

います。 

ありがとうございます。ただいまの５５号について、ご意見ご質問は

ありますでしょうか。 

確認ですが、№17 の一身田町長岡線や№19 の高茶屋小森町東出線を

廃止して、道路ネットワークは維持されるんですか。要するに、ぶつ切

れのものが残ったりしないんですかという確認です。 

例えば、№17 を廃止すると、北側の№13 の一色浜田線は残ると思う

んですけど、これと津関線にタッチする№17 を廃止すると、№13 はぶ

つ切れで宙ぶらりんになるような気がするんですけど、ネットワークと

して齟齬はないでしょうか。廃止に伴って、現道はたぶんあるので支障

はありませんよという説明だったんですけども。 

変更後で、廃止した場合について、都市計画道路以外の代替道路を設

定して全部廃止した時の交通量のシミュレーションをしたところ、特に

渋滞箇所は出ませんでしたので、ネットワークとしては大丈夫です。 

それは、実際の交通処理に関することですよね。要するに都市計画道

路としてのネットワークがぶつ切れになっていないでしょうかという

確認です。例えば、№17 を廃止すると、№13 の方が下に向かって宙ぶ

らりんになっていないかなという気がするんですけど。 

既存の道路を活用させていただきながら、ネットワークとしては成立

しているという認識です。 

実際は支障がないから廃止できるということですけど、計画論として
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ネットワークがぶつ切れとか宙ぶらりんというふうにならないほうが

スマートだなと思います。 

見た感じは、確かにそういうふうになりまして、都市計画道路だけを

見ていくと、切れる箇所というのは出てきますので、そういうふうにな

るんですけども、実情としては代替道路がありますので、そちらの方で

処理するという判断で今回見直しを行っています。 

計画論的に説明しないと、先ほど多森委員が団地のところを残してほ

しいといったのと同じになってしまいますが。 

№17 の一身田町長岡線では、河芸町浜田から一身田町までの区間が

廃止になる案ですが、河芸駅周辺には市街化区域がありますので、この

市街化区域と国道２３号を繋ぐネットワークという意味で成立してお

りますので、ここの廃止については、都市計画道路のネットワーク上、

問題なかろうと判断しております。 

№19 の高茶屋小森町東出線については、今回の区間を廃止すること

で、変更後は市道とタッチするところが起点となりますので、都市計画

道路網としてはぶつ切れの状態となってしまいます。都市計画道路とし

ては、№19 の存続区間と、代替道路となる南側に整備している市道と、

東側の下部田垂水線で繋がっていますので、これを都市計画道路ネット

ワークとして結ぼうかという検討はしました。ただ、検討はしましたが、

この代替道路の市道は、車道はあるものの、歩道は一部区間しかないも

のですから、この代替道路を、新たに都市計画道路として決定すると、

建築制限が新たに発生してしまうということがありますので、今回の必

要性の検証という観点から言うと、逆行している事になりますので、こ

こだけはやむなく現道の市道を活かしたネットワークということにな

りました。現状としては、下部田垂水線の整備も進めておりますので、

将来的には代替道路を使ってネットワークとして通れるようになりま

す。必要性の検証という観点から都市計画道路を削っていくと、道路網

としてはこういう不具合が出るところがあるんですけれど、実情として

は通れるので問題はないかなと判断しております。 

河芸の№17 に関連しては、よく分かりました。№19 は少し苦しいで

すが、分かりました。 

他にいかがでしょうか。実際は、これを廃止して、将来、道路を新設

するのをやめても、既存の交通ネットワークで交通処理上は問題ないと

確認した上での提案になっています。 

では、特段意見がないと判断させていただきまして、これは津市決定

の案件ですから、原案のとおり認めるという風にまとめさせていただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

異議なし 

ありがとうございます。では、続きまして、５６号の説明をお願いし

ます。 

津審議第５６号亀山都市計画都市計画道路の変更のうち決定権者が

三重県の路線についてご説明いたします。お手元の議案書の６４ページ

から７０ページが津審議第５６号の内容となります。前方のスクリーン

をご覧ください。 

別紙資料「議案説明の順番について」での№24 安西亀山線について

ご説明いたします。変更箇所はこちらの丸で囲まれた位置でございま

す。次に変更内容、変更理由をご説明いたします。変更パターンとして
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はＡの「全区間の廃止」です。変更理由は、「都市計画道路の見直しに

より整備の必要性が低いと判断したため」です。次に図面をご覧いただ

きます。 

お手元の議案書では７０ページとなります。画面左側が北、右側が南

です。位置関係は、「主要地方道津関線」がこれ、「芸濃小学校」がここ

で、西が亀山市方面です。黄色の着色の部分が安西亀山線でございまし

て、都市計画道路の見直しにより、全区間を廃止しようとするものです。

現状は未整備の区間ですが、並行する主要地方道亀山白山線で自動車交

通に対応できていることから、整備の必要性は低いと判断いたしまし

た。 

こちらが都市計画変更に係る縦覧結果でございます。法定縦覧を平成

２８年５月２日から５月１６日までの間実施し、縦覧者は１名、意見書

の提出はございませんでした。 

津審議第５６号、亀山都市計画道路の変更についての説明は以上でご

ざいます。 

議案の第５６号も三重県決定の案件ですが、ご質問ご意見ありました

らお願いいたします。 

よろしいでしょうか。では、これも三重県決定ですので、原案に対し

て特段の意見は無いという風にまとめさせていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

異議なし。 

ありがとうございます。では、続きまして、５７号のご説明をお願い

します。 

津審議第５７号 亀山都市計画都市計画道路の変更のうち決定権者

が津市の路線についてご説明いたします。お手元の議案書の７１ページ

から７７ページが津審議第５７号の内容となります。前方のスクリーン

をご覧ください。 

別紙資料「議案説明の順番について」での№25 椋本環状一号線につ

いてご説明いたします。変更箇所はこちらの丸で囲まれた位置でござい

ます。次に変更内容、変更理由をご説明いたします。変更パターンとし

てはＤの「道路線形の整理」です。議案第５６号にてご説明いたしまし

た、安西亀山線の廃止に伴い、不要となる交差点の隅切り部分を区域か

ら除外するものです。次に図面をご覧いただきます。 

お手元の議案書では７７ページとなります。画面上側が北、下側が南

です。位置関係は、「芸濃総合支所」がこのあたりで、水色の点線で示

しておりますのが、先ほど議案第５６号で説明いたしました安西亀山線

でございます。安西亀山線の廃止に伴い、不要となる交差点部分の隅切

りを区域から除外するものです。変更部分を拡大したものがこちらで

す。黄色の部分が変更する部分です。 

最後に都市計画変更に係る縦覧結果でございます。 

法定縦覧を平成２８年５月２日から５月１６日までの間実施し、縦覧

者は１名、意見書の提出はございませんでした。 

津審議第５７号、亀山都市計画道路の変更についての説明は以上でご

ざいます。 

ありがとうございます。５７号は整備済みの現状に、計画の方を合わ

せて変更するというものですね。ご意見ご質問ありますでしょうか。 

異議なし。 
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ありがとうございます。それでは、５７号につきましては、原案のと

おり認めるという風にまとめさせていただきたいと思います。 

もう一つの議案がありますが、休憩を取った方がよろしいでしょう

か。続けさせていただいて、答申書をまとめる間に休憩を取らせていた

だくということで、よろしいでしょうか。 

では、５８号のご説明をお願いします。 

津審議第５８号 津都市計画用途地域の変更についてご説明いたし

ます。 

用途地域の変更に関しましては津市が決定する都市計画となります。 

お手元の議案書の７８ページから９１ページが津審議第５８号の内

容となります。前方のスクリーンをご覧ください。 

まず、用途地域の概要について簡単にご説明させていただきます。用

途地域とは、都市計画法第８条第１項に規定された地域地区のひとつ

で、都市の環境保全や利便の増進のために、地域における建物の用途に

一定の制限を行う地域です。都市計画では都市を「住居地域」、「商業地

域」、「工業地域」など合計１２種類に区分し、これを「用途地域」とし

て定め、それぞれに応じた建物の用途、建ぺい率、高さ等を規制するこ

とにより、住居系については、生活環境を保護し、商業系、工業系につ

いては商工業の利便性を高め、将来のあるべき土地利用に進むよう誘導

を行っています。 

今回の用途地域の変更についてご審議いただく３地区は、先ほどご審

議いただきました都市計画道路の廃止に伴い用途地域を変更するもの

です。現在この３地区については、用途地域の境界線を、都市計画道路

を基準に決定しておりましたが、その基準となっている都市計画道路の

全区間、又は一部区間廃止することに伴い、新たに用途地域の境界線を

設定する必要がありますので、今回用途地域の変更を行います。 

なお、今回の変更は、都市計画道路の廃止に伴うものであり、土地利

用の変更を行う目的ではありませんので、変更後の用途地域の境界線に

ついては、現在の用途地域の境界線の位置からできるだけ変わらない位

置で設定し、用途地域を変更したことで建て替えが出来なくなるなどの

影響が無いように配慮しました。また、道路などの分かりやすい地形地

物を基準にすることにも留意して決めております。 

こちらが、総括図になります。議案書では 82 ページになります。用

途地域の変更を計画しているのは、一身田町地区、新町地区、寿町地区

の３地区です。赤のラインで囲まれている区域が変更区域です。続いて

それぞれの地区の変更内容をご説明いたします。 

まずこちらが一身田町地区の現在の都市計画図です。議案書では８４

ページとなります。伊勢鉄道の「東一身田駅」がここ、「岩崎病院」が

ここです。赤のラインで囲まれた約０．０３ha の区域の用途地域の変

更を行うものですが、現在の用途地域は「第１種低層住居専用地域」で、

建ぺい率は６０％、容積率は 1００％で、高さ制限は１０ｍとなってお

ります。現在はこちらの都市計画道路東一身田駅前線の中心線を用途地

域の境界線としておりましたが、東一身田駅前線の全区間廃止に伴い、

用途地域の変更を行うものです。 

こちらが変更後の都市計画図となります。議案書では８５ページとな

ります。変更後の用途地域は、第１種住居地域とする計画で、建ぺい率

は６０％以下のままで、容積率は２００％以下となり、高さ制限がなく
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なります。用途地域の境界線としては、現状から少し北側にずれて、「筆

界」となります。現在変更予定の区域については、工場の敷地の一部で

あり、建物は建っておりません。建築する際の用途地域は敷地単位で判

断し、敷地の過半を占める用途地域が適用となります。現在の用途地域

も敷地の過半を占める「第１種住居地域」が適用となっており、用途地

域の変更後は、敷地全体が「第１種住居地域」となるため、適用する用

途地域は変わりません。なお、地権者の方には、用途地域の変更につい

ての説明を事前に行い、ご了解をいただいております。 

次は新町地区です。議案書では８７ページとなります。国道１６３号

がこれ、津少年鑑別所がここ、岩田川がここ、廃止予定である都市計画

道路豊里久居線がこれです。赤のラインで囲まれた区域の用途地域の変

更を行うものですが、この黄色の部分の用途地域は「第１種住居地域」

で、この黄緑色の部分の用途地域は「第１種中高層住居専用地域」です。

この地区は、津新町駅に近い住宅地ですが、廃止予定である豊里久居線

の計画がありましたので、「幹線道路の沿道は店舗や事務所等の併存を

図りつつ、住環境を保護するべき地区」として、現在、津新町駅周辺か

ら豊里久居線の西側境界から５０ｍまでを住居系用途地域で比較的土

地利用の幅が広い「第１種住居地域」を指定しており、そこから西側は

より居住環境の保護を目指す「第１種中高層住居専用地域」を指定して

おります。現在はこちらの豊里久居線の西側境界から５０ｍを用途地域

の境界線としておりましたが、豊里久居線の一部区間廃止に伴い、用途

地域の変更を行うものです。今回の変更につきましては、第１種住居地

域である約１．６ha と、第１種中高層住居専用地域である約０．０１

５ha の用途地域を変更するものです。 

こちらが変更後の都市計画図となります。議案書では８８ページとな

ります。変更後の用途地域を「第１種中高層住居専用地域」とする計画

で、建ぺい率は６０％、容積率は２００％で変更ありません。用途地域

の境界線としては、①－②の区間が「市道西側境界線より５４ｍ」で、

②－③の区間が「市道中心線」となります。こちらは対象区間を２分割

した拡大図の北側部分です。現状の用途地域の境界線とできるだけ変わ

らないよう、①－②の区間については既存市道の西側境界線より５４ｍ

のところで用途地域の境界線を設定する計画ですが、この南側部分の用

途地域は第１種中高層住居専用地域から第１種住居地域へと変更にな

ります。こちらは拡大図の南側部分です。②－③の区間の、青の点線で

示した用途地域の境界線は「市道中心線」となります。赤のラインで囲

まれたこちらの区域の用途地域を「第１種住居地域」から「第１種中高

層住居専用地域」へと変更する計画ですが、この部分については、「第

１種中高層住居専用地域」から「第１種住居地域」に変更になります。

こちらは建物用途別現況図で、現在建っている建築物の用途区分を表し

たものです。用途地域の変更予定である赤のラインで囲まれた区域に

は、黄色で着色した「住宅」と、オレンジ色で着色した「共同住宅」が

建っております。こちらは北側の拡大図です。①－②の区間の用途地域

の境界線について、現在の用途地域の境界線からほぼ変更のないように

設定しておりますので、用途地域の変更による影響はありません。こち

らは南側の拡大図です。赤のラインで囲まれた用途地域の変更予定の区

域には、現在は、黄色で着色した「住宅」と、オレンジ色で着色した「共

同住宅」しか建っていないため、「第１種住居地域」から「第１種中高
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議長（浦山会長） 

 

層住居専用地域」へ用途地域を変更しても建て替えは可能であり、用途

地域の変更による影響はありません。なお、地権者の方や周辺にお住ま

いの方を対象とした説明会や通知を行い、了解を得ております。 

次は寿町地区です。議案書では９０ページになります。乙部保育園が

ここ、岩田川がこれ、廃止予定である都市計画道路津港殿村線がこれで

す。この黄色の部分は、用途地域が「第一種住居地域」で、この薄い紫

色の部分は、用途地域が「準工業地域」です。この地区は、幹線道路に

挟まれた住宅地であり、廃止になる都市計画道路津港殿村線の中心線を

基準に、北側は「店舗や事務所等の併存を図りつつ、住環境を保護する

べき地域」として、住居系の用途地域の中では比較的土地利用の幅が広

い「第１種住居地域」を指定しております。また、南側は「環境悪化の

恐れのない工業の利便を図る地域」として、工業系の用途地域の中では

比較的土地利用が限定される「準工業地域」を指定しておりますが、現

状は住宅と事務所が多く立地している区域です。赤のラインで囲まれた

区域の用途地域の変更を行うものですが、現在の用途地域は、「準工業

地域」及び「第１種住居地域」で、建ぺい率は６０％、容積率は２００％

となっております。現在はこちらの津港殿村線の中心線を用途地域の境

界線としておりますが、津港殿村線の一部区間廃止に伴い、用途地域の

変更を行うものです。今回の変更につきましては、準工業地域である約

０．３ha と、第１種住居地域である約０．００３ha の用途地域を変更

するものです。 

こちらが変更後の都市計画図です。議案書では９１ページになりま

す。現在の赤のラインで囲まれた区域の用途地域を、西側は「準工業地

域」から「第１種住居地域」に、東側はちょっと見にくいので拡大する

と、この部分を「第１種住居地域」から 「準工業地域」へと変更する

計画で、建ぺい率は６０％、容積率は２００％で、ともに変更はありま

せん。用途地域の境界線としては、①-②の区間が「県道中心線から北

側へ３０ｍ」となります。こちらが建物用途別現況図です。現在この赤

のラインで囲まれた区域は、黄色の「住宅」、オレンジ色の「共同住宅」、

水色の「業務施設」の事務所が建っています。変更後の用途地域である

「第１種住居地域」と「準工業地域」において、住宅、共同住宅は建築

可能であり、事務所の建築も、現状で建っている規模での建て替えは可

能であり、用途地域変更による大きな影響はありません。なお、当該地

権者の方には、用途地域の変更についてのご了解をいただいておりま

す。 

こちらは、津市において指定している用途地域の面積で、左側が変更

前の面積、右側が変更後の面積でございます。変更がある部分は、第１

種中高層住居専用地域が約１．６ヘクタール増加し、第１種住居地域が

約１．３ヘクタール減少し、準工業地域が約０．３ヘクタール減少とな

ります。今回の変更に伴う用途地域全体の面積は変更ありません。 

最後に用途地域の変更の縦覧結果でございます。 

法定縦覧を平成２８年５月２日から５月１６日までの間実施し、縦覧

者はいませんでした。  

津審議第５８号、津都市計画用途地域の変更についての説明は以上で

ございます。 

ありがとうございます。ただいまの第５８号について、ご質問ご意見

ありますでしょうか。全て道路の見直しに伴う用途地域の変更です。 
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東一身田駅前の筆界で用途地域の境界を切り分けるという説明は分

かったんですけども、あの赤い線は説明がなかったんですけども。 

赤で囲まれた区域が、これまで第一種低層住居専用地域だったのが、

第一種住居地域に変更するエリアになります。 

緑から黄色に変わる区域ということですね。 

もう一つ、先ほどの説明で新町地区の建築物用途現況図で、黄色とオ

レンジだけで変更しても支障がないという説明がありましたが、青とピ

ンクの建築物があったんですけども、これは何でしょうか。 

青については、作業所併用住宅なんですけども、今回変更する区域は

赤で囲まれた区域ですので、その中には入っておりません。変更する区

域の中には、黄色とオレンジのものだけです。 

では、今回の議題から言うと、黄色とオレンジしかないということで

すね。 

余談ですけども、青とピンクはなんですか。青は、作業所付きの併用

住宅というのは分かりましたが、ピンクはなんですか。 

ピンクは店舗併用住宅です。 

分かりました。 

他にご意見ご質問ありますでしょうか。 

無いようですので、原案のとおり認めるという風にまとめさせていた

だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

異議なし。 

では、答申書を取りまとめていただく間、休憩を取らせていただいて、

２時５０分から再開させていただきたいと思います。 

【休憩】 

それでは、再開させていただきたいと思います。 

答申書が出来ましたので、ご確認いただきたいと思います。朗読しま

すので、ご確認ください。 

平成２８年５月２０日、津市長前葉泰幸様、津市都市計画審議会会長

浦山益郎、津都市計画道路の変更（三重県決定）について（答申）、平

成２８年４月２２日付け津市都第７８号にて諮問のあった、津審議第５

４号津都市計画道路の変更（三重県決定）について、審議の結果、原案

に対して意見なしとします。よろしいでしょうか。 

異議なし。 

続きまして、５５号です。前半は同じなので本文だけ読ませていただ

きます。平成２８年４月２２日付け津市都第７８号にて諮問のあった、

津審議第５５号津都市計画道路の変更（津市決定）について、審議の結

果、原案のとおり本審議会の決定をみたので答申します。よろしいでし

ょうか。 

異議なし。 

続きまして、５６号です。平成２８年４月２２日付け津市都第７８号

にて諮問のあった、津審議第５６号亀山都市計画道路の変更（三重県決

定）について、審議の結果、原案に対して意見なしとします。よろしい

でしょうか。 

異議なし。 

では、続きまして、５７号です。平成２８年４月２２日付け津市都第

７８号にて諮問のあった、津審議第５７号亀山都市計画道路の変更（津

市決定）について、審議の結果、原案のとおり本審議会の決定をみたの
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で答申します。よろしいでしょうか。 

異議なし。 

では、続きまして、５８号です。平成２８年４月２２日付け津市都第

７８号にて諮問のあった、津審議第５８号津都市計画用途地域の変更

（津市決定）について、審議の結果、原案のとおり本審議会の決定をみ

たので答申します。よろしいでしょうか。 

異議なし。 

ではこれを答申させていただきたいと思います。 

【会長から副市長に答申書を手渡す】 

以上で審議は終了とします。続きまして、会議次第の４その他について、

事務局から何かありますでしょうか。 

その他の事項といたしまして、現在見直しを進めております「津市都市

マスタープラン」の策定についてご報告いたします。前方のスクリーンを

ご覧ください。 

まずは、都市マスタープランの概要についてご説明いたします。都市マ

スタープランとは、都市計画法に基づく、「市町村の都市計画に関する基本

的な方針」のことでございまして、「都市の将来像」や「整備の方針」など、

まちづくりの方針を示す計画でございます。計画では、「将来の都市像・都

市構造」を明らかにし、「土地利用の方針」や、「道路・公園等の都市を形

成する都市施設」の計画について、全体構想、地域別構想を策定しながら

方針を決めていきます。都市マスタープランの位置づけとしましては、上

位計画として、国や県が定める、「国土形成計画」、「国土利用計画」、「三重

県都市マスタープラン」と、津市が定める「津市総合計画」がございます。

これら上位計画に即して「津市都市マスタープラン」を定め、「道路整備計

画」などの関連計画と連携してまちづくりを進めていきます。都市マスタ

ープランの構成としては、①実現すべき具体的な都市の将来像、②都市の

骨格形成の指針、③都市づくりの個別事業等の指針、④都市づくりの推進

方策、といった内容で構成していくことになります。 

次に、現行都市マスタープランにおいて都市の将来像を示した全体構想

図をご覧いただきます。現行計画の対象は津市全域としており、今回も津

市全域について、地域の特性等を考慮しながら都市の将来像についてお示

ししていくことになります。本計画のメインとなります、都市計画区域を

指定している都市部の拡大図をご覧いただきます。現計画は平成２２年に

策定したもので、既に、人口減少や少子高齢社会に対応できるよう、拠点

を中心とした集約型都市構造、いわゆるコンパクトシティの考え方を示し

ております。その基本的な考え方は継承しつつ、計画策定以降の時代の変

化に応じ、より適切なまちづくりができる様、計画の見直しを進めてまい

ります。 

次に、今回の都市マスタープランの計画対象期間ですが、現行計画の計

画区間が平成２９年度末までとなっておりますので、それ以降の平成３０

年度から平成３９年度までの１０年間とします。計画の検討に当たっては、

概ね２０年後の都市の将来像を検討し、これを実現するための１０年間分

の具体の整備方針を示すことになります。計画対象区域としては、現行計

画と同様「津市全域」とし、都市計画区域外のまちづくりについてもお示

ししていく予定でございます。 

次に、都市マスタープランと同時に策定していく関連計画ですが、現行

の「緑の基本計画」についても、同様に平成２９年度末までの計画期間と
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なっており、内容も都市マスタープランに関連する部分も多いことから、

同時に見直しを行い、その内容を都市マスタープランに統合していきます。

また、人口減少、少子高齢社会に対応した集約型都市構造の推進施策とし

て、平成２６年５月に改正されました「都市再生特別措置法」に新しく規

定されました「立地適正化計画」についても併せて策定を行ってまいりま

す。 

次に、先ほど出てきました「立地適正化計画」の概要について、ご説明

いたします。まず、当計画が創設された背景としまして、これまでの日本

は、人口や産業は右肩上がりで、それに伴い、都市の面積も拡大してきま

した。しかし、既に人口のピークは過ぎ、今後は急速に人口減少が進んで

いくことになりますが、過去の人口増加に伴い、住宅や店舗などの郊外立

地が進み、市街地が拡散した都市が多く存在している状態となっています。

また、今後の人口減少に伴い、その拡散した市街地の人口密度が低下し、

居住者の生活を支えるサービスの提供が困難となることが予測されていま

す。生活には、商業・医療・福祉などの施設が欠かせませんが、各施設に

はその機能を維持するための周辺人口が求められます。これは、「施設」と

「周辺人口規模」の関係性を示したもので、例えば、食品スーパーですと、

周辺人口が１万人～３万人程度住んでいないと経営が維持できないという

ことを示しています。また、現状で施設の周辺人口規模を満たしていても、

今後の人口減少により人口密度が低下し、施設の維持が困難となる可能性

があります。今後、２０年間で津市の人口は約４万人減少すると予測され

ており、市内均一に人口が減少すると、商業、医療、福祉などの施設減少

により、生活サービスが低下してしまう恐れがあります。 

このようなことから、戦略的に人口維持を図る地域を定め、そこへの人

口誘導施策を併せて実施していく必要があると考えております。このため

の誘導地域や誘導施策を定めていくのが立地適正化計画でございます。立

地適正化計画は、都市計画区域内で立地適正化計画区域を定めることとな

っており、その区域内で、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」を指定

していきます。これが立地適正化計画のイメージ図で、外側の実線が立地

適正化計画区域、その内側にある点線が市街化区域のイメージです。赤の

着色の丸の区域が都市機能誘導区域で、鉄道駅や主要バス停などの交通結

節点を中心とした都市拠点において設定し、ここに商業、医療、福祉など

の施設を誘導していきます。その外側の青で着色された部分が居住誘導区

域のイメージで、赤丸の都市機能誘導区域へのアクセス性や、防災の観点

などを考慮し、安全で生活利便性の高い区域として、居住を誘導していく

区域を設定します。これらのことにより、都市機能誘導区域、居住誘導区

域において人口密度の維持、生活に必要な施設を維持するなど、将来に渡

っても持続可能な都市構造を目指していくことになります。 

次に、緑の基本計画の概要についてご説明いたします。緑の基本計画は、

都市緑地法に基づく「緑地の保全」と「緑化の推進」の方法について示す

計画です。津市は、市町村合併により、山間部や農村部には多くの緑があ

りますが、市街化区域などの都市部では、緑地やオープンスペースが少な

い地域もあります。都市における良好な生活環境の形成のためには、計画

的に緑地の保全・創出を図る必要がありますので、集約型都市構造へと移

行しつつ、緑化の方針についても併せて検討していきます。計画の位置づ

けですが、「津市総合計画」を上位計画として、都市計画分野を総括する「津

市都市マスタープラン」や津市環境基本計画などの関連計画と連携を図り
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ながら、今回、この津市都市マスタープランと統合し、一体的な計画とし

て策定していきます。これは、現行計画のイメージ図ですが、現行計画は、

市街地を中心とした「都市ゾーン」、農地や集落を中心とした「農住ゾーン」、

森林等が多くを占める「自然環境共生ゾーン」で構成しております。今回

も、それぞれの地域の特性に応じ、適切に「緑地保全・緑化推進」の方向

性や施策を示していく予定でございます。 

最後に策定のスケジュールですが、平成２７年度から３年かけ、「津市都

市マスタープラン」、「津市緑の基本計画」及び「津市立地適正化計画」の

策定作業を実施しております。上位計画である「津市総合計画」について

も、今年度から「新津市総合計画」の策定作業を実施していきますので、

そちらとも連携し、進めてまいります。 

以上、津市都市マスタープラン等の策定の概略についてご説明させてい

ただきました。その他事項の報告は以上です。 

ご質問がありましたらお願いします。 

今回、津市は防災マップを発行しましたよね。それとの整合性をもって

都市マスを考えていただきたいなと。現実的には、バイパスから東の海岸

線は非常に空き家が目立つ。空き家が目立つし空地ももちろん。その部分

を、例えば逆線引きして市街化調整区域にして、高台の方へ市街化区域を

広げるという。ここに市街化の面積がこれだけあるじゃないかと、だけど、

利用は一向に進んでいないじゃないかと、だから、非常に将来的に不安が

残るところを市街化調整区域にしてですね、高台の方を市街化区域の枠に

入れるとか、そういうところも検討していただけるとありがたいと思いま

す。 

重たいご提案ですが。たぶん津波の浸水想定をみると、市役所も危ない

ところですね。 

市役所の海抜はいくらだったですか。２．８ｍじゃなかったかな。 

長谷山の麓から海岸線まで平均勾配３％ですよね。だから昔から、津市

は水に弱い街だと言われているんですから、その辺を考慮した中で、大き

な防災対策を考えてまちづくりをしていただければと思います。 

ご意見をいただきましたので、よろしくお願いします。 

他に何かご意見ご質問ありますでしょうか。 

津の都市計画マスタープランのご説明だったんですけども、実は、都市

計画法では、市町村の都市計画マスタープランは選択科目なんです。都市

計画法では県は都市計画区域単位で、都市計画マスタープランを必ず作る

ことになっているんです。それで、津市をみると、津市の中に３つ都市計

画区域があるんですね。したがって、県が責任を持って管理しないといけ

ないマスタープランは津市の中で３箇所あるんです。県の方が広域行政団

体なので、大きいところを計画したり管理したりというのが、普通なんで

すけど、実は津市の方が大きくて、その中の一部を県が管理しているとい

うことなんです。それは、計画体系から言ってあまり一般的ではないので、

三重県の指導は、１つの市町村の中に１つの都市計画区域にまとめなさい

という方針なんです。そうすると、津市の中の３つの都市計画区域を１つ

にするのかどうかという結構重たい課題があるんですけども、それに絡ん

でいろんな意見を調整しないといけないのかなと思います。 

これは、今後いつ頃、もう１回説明とか。最終は平成２９年度末なんで

すよね。今、２８年度だから、半年に１回くらいは説明があるんですか。 

時期ははっきりとは分かりませんが、今年度中にまた審議会の方で説明
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をさせていただきたいと思います。 

そのころには、何か目に見えるようなものが出てきて、皆さんのご意見

をいただくような機会になるかもしれません。 

ではよろしいでしょうか。事務局にお返しします。 

ありがとうございました。閉会にあたりまして副市長よりご挨拶申し

上げます。 

【副市長挨拶】 

【閉会】 

 


